
知多市小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金の手続きについて（対象融資：マル経融資）　

　利子補給補助金交付の流れ

①融資の申込み(対象要件があります。詳しくは、商工会へ)

　　　　②融資申込み・審査（推薦）

　③審査・融資決定

　④融資実行

⑤利子支払、返済

　　　　⑥進捗把握（最大１２箇月の利子支払完了日や利子支払合計額の把握）

　　　　⑦利息支払証明書の依頼

　⑧利息支払証明書の発行

　　　　 ⑨補助金交付申請、請求（補助対象の最終利子支払完了月の翌々月までに提出）（☆）

⑩交付決定の通知、補助金の交付

（☆）市への交付申請時　必要書類（ア、ウについては写し可）
　ア　借入申込書の写し
　イ　市税の納税証明書(概ね申請日から３か月以内のもの)

　　ウ　株式会社日本政策金融公庫が発行する融資決定通知書の写し
　エ　株式会社日本政策金融公庫が発行する融資に係る利息支払証明書
　オ　融資全体の返済計画が確認できる書類

＜利子補給補助金の計算方法＞

　　　【補助金に関するお問合せ】 　【融資申込に関するお問合せ】
　　　知多市役所　商工振興課　商工担当 　知多市商工会
　　　TEL：０５６２－３６－２６６２　（直通） 　TEL：０５６２－５５－０７００
　　　FAX：０５６２－３２－１０１０ 　FAX：０５６２－５５－０７０１

補助対象経費（利子の支払開始から最大１２箇月の利子支払合計額）×1/2
ただし、上限１０万円で１００円未満は切捨て

利用者（事業者） 商工会 市 日本政策金融公庫

補助申請額

（☆）書類審査


